
　
マ
イ
ナ
保
険
証（
健
康
保
険
証
の
利
用
登

録
を
行
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）の
導

入
に
伴
い
、令
和
6
年
12
月
2
日
よ
り
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
新
規
発
行
は
廃

止
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
栗
東
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
の
人

に
、令
和
8
年
8
月
以
降
も
医
療
機
関・薬

局
な
ど
を
受
診
で
き
る
よ
う
、7
月
中
旬
頃

に「
資
格
確
認
書
」か「
資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
」の
い
ず
れ
か
を
お
送
り
し
ま
す
。（
一
部

の
人
を
除
き
ま
す
）

「
資
格
確
認
書
」の
対
象
者
と
送
付
方
法

　
対
象
者

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

　
送
付
方
法

　
7
月
中
旬
頃
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」の
対
象
者
と

送
付
方
法

　
対
象
者

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人

　
送
付
方
法

　
7
月
中
旬
頃
に
普
通
郵
便
で
送
付

※「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」は
、医
療
機

関・薬
局
な
ど
の
窓
口
で
マ
イ
ナ
保
険
証

に
よ
る
受
付
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た

と
き
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
と
も

災
害
時
避
難
行
動
要
支
援
者
登
録
制
度

　
災
害
時
は
、地
域
の
人
で
助
け
合
う「
共

助
」が
大
切
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、災
害
時
に
、支
援
が
必
要

な
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
対

す
る
安
否
確
認
や
避
難
の
手
助
け
が
、地
域

の
中
で
速
や
か
に
安
全
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
、支
援
者
·
関
係
機
関
で
情
報
を
共
有

す
る
も
の
で
す
。

※
災
害
時
の
支
援
を
確
約
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

対
象
と
な
る
人
の
要
件（
在
宅
）

•
75
歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、

ま
た
は
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

•
介
護
保
険
の
要
介
護
１
以
上

•
身
体
障
害
者
手
帳
１
·
２
級

•
療
育
手
帳
Ａ
１
·
Ａ
２

に
提
示
す
る
こ
と
で
ス
ム
ー
ズ
に
保
険

診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、基
本
的
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
み
で
受
診
可
能
で
す

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人
で
も
、事

前
に
資
格
確
認
書
の
交
付
申
請
を
さ
れ

て
い
る
、最
近
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を

さ
れ
た
な
ど
の
場
合
は
資
格
確
認
書
を

送
付
し
ま
す

※
特
別
の
事
情
が
な
く
、長
期
に
わ
た
っ
て

保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
に
は
、別

途
案
内
の
上
で
、「
資
格
確
認
書（
特
別

療
養
費
）」（
10
割
負
担
）、ま
た
は「
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ（
特
別
療
養
費
）」（
10

割
負
担
）を
交
付
し
ま
す

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が

社
会
保
険
な
ど
別
の
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
た
場
合
、国
民
健
康
保
険
の
脱
退

の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

•
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

•
難
病

•
災
害
時
に
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難

で
支
援
を
要
す
る

登
録
方
法

　

所
定
の
申
請
書（
担
当
課
に
備
付
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
左
記
へ
。

随
時
受
付
け
て
い
ま
す
。

※
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
提
供
を
受

け
た
支
援
者
に
対
し
て
は
、守
秘
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す

「
地
域
の
避
難
支
援
者
」登
録
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

本
制
度
で
助
け
合
い
の
具
体
化
を
進
め

る
に
あ
た
り
、市
で
は
、避
難
支
援
や
安
否

確
認
等
を
し
て
い
た
だ
け
る「
地
域
の
避
難

支
援
者
」の
登
録
を
推
進
し
て
い
ま
す
。隣

近
所
の
人
か
ら
登
録
の
依
頼
が
あ
り
ま
し

た
ら
、可
能
な
範
囲
で
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

す
で
に
登
録
済
み
の
人
へ

　
「
登
録
内
容
の
変
更
」ま
た
は「
施
設
入

所
等
に
よ
る
登
録
廃
止
」が
生
じ
た
際
に

は
、左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
施
設
入
所
や
長
期
入
院
な
ど
の
場
合
は

本
制
度
の
対
象
外
と
な
り
ま
す

栗
東
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
に

「
資
格
確
認
書
」ま
た
は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を
お
送
り
し
ま
す

災
害
へ
の
備
え
　
地
域
で
助
け
合
い
の
場
を

問
保
険
年
金
課 

国
民
健
康
保
険
係

　
TEL
0
7
7︲5
５
１︲1
8
0
7

　
ＦＡＸ
0
7
7︲５
５
3︲0
2
5
0

問
社
会
福
祉
課 

社
会
福
祉
係

　
TEL
0
7
7︲5
５
１︲0
1
1
8

　
ＦＡＸ
0
7
7︲５
５
3︲3
6
7
8

詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

1 同意・申請

避難行動
要支援者

市役所
（社会福祉課）

避難支援等
関係機関

自治会
自主防災組織
民生委員・児童委員
社会福祉協議会
警察署・消防署

4 平常時
・声かけ、見守り
・避難訓練 など

2 台帳登録
プラン作成

3 情報の提供
（台帳・プラン）

5 災害時
・避難行動の
　　　支援など
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